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徳
島
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

徳
島
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

徳
島
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
（
昭
和
六
十
一
年
徳
島
県
訓
令
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
九
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
化
学
物
質
管
理
者
）

第
九
条
の
二

省
令
第
十
二
条
の
五
第
一
項
本
文
又
は
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
事
業
場
に
該
当
す
る
各

課
、
東
部
各
局
、
セ
ン
タ
ー
等
及
び
総
合
県
民
局
に
化
学
物
質
管
理
者
を
置
く
。

２

化
学
物
質
管
理
者
は
、
省
令
第
十
二
条
の
五
第
三
項
第
二
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
職

員
の
う
ち
か
ら
、
当
該
各
課
、
東
部
各
局
、
セ
ン
タ
ー
等
又
は
総
合
県
民
局
の
安
全
衛
生
管
理
者
が
選

任
す
る
。

３

化
学
物
質
管
理
者
は
、
当
該
各
課
、
東
部
各
局
、
セ
ン
タ
ー
等
又
は
総
合
県
民
局
に
お
け
る
省
令
第

十
二
条
の
五
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
化
学
物
質
の
管
理
又
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
表
示
等
及
び

教
育
管
理
に
係
る
技
術
的
事
項
を
管
理
す
る
。

（
保
護
具
着
用
管
理
責
任
者
）

第
九
条
の
三

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
各
課
、
東
部
各
局
、
セ
ン
タ
ー
等
及
び
総
合
県
民
局
に
保
護
具

着
用
管
理
責
任
者
を
置
く
。

２

保
護
具
着
用
管
理
責
任
者
は
、
省
令
第
十
二
条
の
六
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
職
員

の
う
ち
か
ら
、
当
該
各
課
、
東
部
各
局
、
セ
ン
タ
ー
等
又
は
総
合
県
民
局
の
安
全
衛
生
管
理
者
が
選
任

す
る
。

３

保
護
具
着
用
管
理
責
任
者
は
、
当
該
各
課
、
東
部
各
局
、
セ
ン
タ
ー
等
又
は
総
合
県
民
局
に
お
け
る

省
令
第
十
二
条
の
六
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
管
理
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


